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平
成
十
七
年

四
月
一
日

(

金
曜
日)

号
外
第
四
十
四
号

目

次

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
行
政
不
服
審
査
手
続
き
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

監

察

課)

…

�

○
青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
環
境
課)

…

�

○
青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

企
画
政
策
課)

…

�

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(

交
通
企
画
課)

…

�

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
行
政
不
服
審
査
手
続
き
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
警
察
行
政
不
服
審
査
手
続
き
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
行
政
不
服
審
査
手
続
き
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会

規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

監
察
課
長｣

を

｢

当
該
不
服
申
立
て
事
案
を
主
管
す
る
警
察
本
部
の

課
長
、
隊
長
、
所
長
又
は
警
察
学
校
長

(

以
下

｢

主
管
課
長｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
四

項
中

｢

監
察
課
長｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中

｢

監
察
官
室
長｣

を

｢

主
管
課
長

(

た
だ
し
、
公
開
条
例
に
係
る
事
案
の
主
管
課
長
は

企
画
政
策
課
長
と
す
る
。)

｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

又
は
本
部
の
主
務
課
長

(

以
下

｢

主
務
課
長｣

と
い
う
。)

｣

を
削
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中

｢

監
察
課
長｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
中

｢

又
は
主
務
課
長｣

を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

｢昭
和
｣

を
削
り
、

｢
監
察
官
室
長

(署
長
)
印
｣

を

｢
所
属
長
印
｣

に
改
め

る
。別

記
様
式
第
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
十
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
八
号

ま
で
の
規
定
中

｢昭
和
｣

を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
中

｢

昭
和｣

を
削
り
、

｢

監
察
官
室｣

を

｢
(

主
管
課
名)

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
中

｢昭
和
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
六
十
年
二

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
商
業
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。｣

を

｢

青
森
市
浪
岡
の
商
業
地
域
を
除
く
。｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
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…
…

…
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…
…
…
…
…
…
…
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別
表
第
二
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
商
業
地
域
は
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
八
条

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
業
地
域
を
い
う
。

別
表
第
三
中

｢

商
業
地
域｣

の
下
に

｢
(

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
業

地
域
を
い
う
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
七
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

道
路
交
通
法

(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平

成
十
七
年
四
月
一
日
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推

進
委
員
及
び
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会

青 森 県 報平成17年４月１日 金曜日 号外第44号 2

別表

青 森 県 警 察 職 員 定 員 表

区分

本部､ 署名
警 視 警 部 警部補

巡 査

部 長
巡 査 小 計

一 般

職 員
合 計

県 警 察 本 部
青 森 警 察 署
浪 岡 警 察 署
蟹 田 警 察 署
大 間 警 察 署
む つ 警 察 署
野辺地警察署
弘 前 警 察 署
鰺ケ沢警察署
つがる警察署
金 木 警 察 署
五所川原警察署
板 柳 警 察 署
黒 石 警 察 署
大 鰐 警 察 署
八 戸 警 察 署
三 戸 警 察 署
五 戸 警 察 署
十和田警察署
七 戸 警 察 署
三 沢 警 察 署

61
4
1
1
1
2
1
5
1
1
1
2
1
2
1
4
1
1
2
1
2

98
9
4
3
3
5
6
8
5
4
4
5
3
5
3
9
4
3
5
4
5

232
74
10
10
7
17
17
59
9
11
9
18
5
17
8
64
10
6
19
10
18

111
119
14
8
4
23
18
80
15
18
12
22
6
27
8
87
12
10
26
9
21

167
110
4
4
5
28
13
67
7
6
9
30
7
21
5
105
10
4
32
7
28

669
316
33
26
20
75
55
219
37
40
35
77
22
72
25
269
37
24
84
31
74

255
18
4
4
3
8
4
17
4
4
4
8
4
7
4
23
4
4
7
4
9

924
334
37
30
23
83
59
236
41
44
39
85
26
79
29
292
41
28
91
35
83

合 計 96 195 630 650 669 2,240 399 2,639
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規
則
第
七
号)

第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青 森 県 報平成17年４月１日 金曜日 号外第44号3

氏

名

連

絡

先

活
動
区
域

熊

谷

立

雄

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
浜
田
七
七
三
番
地
の
二
号

小
笠
原

稔

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
二
八
七
番
地
一

森

山

昭

雄

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
三
八
七
番
地
一
七

加

藤

喜
代
道

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
二
〇
五
番
地
二

田

谷

正

雄

青
森
市
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
一
二
六
番
地
一
三

三

上

賢

六

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
四
六
三
番
地
一

伊

澤

進

青
森
市
佃
一
丁
目
一
番
九
号

千

葉

岩

道

青
森
市
八
重
田
二
丁
目
八
番
四
一
号

三

上

二

男

青
森
市
南
佃
一
丁
目
二
番
二
三
号

小

島

勝

正

青
森
市
浪
打
一
丁
目
三
番
一
六
号

相

馬

清

憲

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
三
九
四
番
地
一

赤

坂

喜
代
司

青
森
市
矢
作
一
丁
目
四
番
二
六
号

鎌

田

昌

司

青
森
市
八
重
田
三
丁
目
九
番
八
号

宮

越

進

青
森
市
松
森
二
丁
目
四
番
一
一
号

青
森
警
察
署
の

管
轄
区
域

相

馬

誠

二

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
一
一
六
番
地
一
〇

北

村

満

青
森
市
大
字
平
新
田
字
森
越
三
四
番
地
七

風

晴

石

代

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
四
〇
八
番
地
一
三

須

郷

勝

雄

青
森
市
青
柳
二
丁
目
八
番
九
号

安

田

次

章

青
森
市
原
別
四
丁
目
六
番
九
号

三

上

石
太
郎

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
三
七
七
番
地

中

村

洋

二

青
森
市
佃
三
丁
目
七
番
五
号

小

又

喜
代
志

青
森
市
大
字
駒
込
字
螢
沢
一
一
番
地
一
五
八

風

晴

銀

三

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
三
六
三
番
地

工

藤

昭

之

青
森
市
大
字
諏
訪
沢
字
桜
川
一
〇
六
番
地
五

松

山

昭

三

青
森
市
旭
町
一
丁
目
一
三
番
三
号

奥

崎

鶴

吉

青
森
市
旭
町
一
丁
目
一
六
番
一
八
号

櫻

田

睦

夫

青
森
市
久
須
志
三
丁
目
一
番
一
号

若
佐
谷

武

定

青
森
市
旭
町
一
丁
目
一
〇
番
一
五
号

堀

内

弘

之

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬
二
九
二
番
地

鎌

田

武

光

青
森
市
大
字
高
田
字
日
野
二
一
五
番
地
二

高

坂

清

巳

青
森
市
大
字
大
野
字
片
岡
六
番
地
一
五

元

木

實

青
森
市
勝
田
二
丁
目
一
三
番
一
九
号
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北

山

公

勇

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬
三
九
一
番
地

木

立

徒

雄

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬
一
二
四
番
地
二
三

山

内

道

男

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
四
六
番
地
一

吉

崎

信

雄

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
六
五
番
地
五
二

小

室

清

青
森
市
浪
館
前
田
三
丁
目
二
五
番
二
〇
号

阿

部

昭

三

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
新
道
七
九
番
地
一
〇

船

橋

勝

浩

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川
字
大
川
添
一
五
番
地

塩

谷

喜
兵
衛

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
一
四
六
番
地

畑

井

省

造

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
新
道
七
九
番
地
三

阿

部

悟

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
山
口
字
山
口
三
一
番
地
一

菅

沼

充

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
一
二
番
七
号

上

澤

佐
太
郎

八
戸
市
城
下
三
丁
目
二
番
二
〇
号

山

道

要
次
郎

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
堤
下
一
四
番
地
四

武

内

慶

雄

八
戸
市
湊
高
台
三
丁
目
一
九
番
一
二
号

北

川

朝

男

八
戸
市
長
苗
代
二
丁
目
六
番
四
号

岩

岡

哲

治

八
戸
市
根
城
二
丁
目
五
番
一
五
号

村

井

俊

介

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
小
田
上
五
番
地
一
四
五

和

泉

幸

吉

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
市
川
一
五
番
地
一

八
戸
警
察
署
の

管
轄
区
域

早

狩

成

彰

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
二
子
石
六
番
地
一

清

水

義

雄

八
戸
市
白
銀
二
丁
目
七
番
四
号

高

橋

尚

男

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
山
三
番
地
八
七

二

子

惣

一

八
戸
市
大
字
湊
町
字
鮫
ノ
口
七
番
地
五

大

橋

利

男

八
戸
市
大
字
上
組
町
三
三
番
地

若

松

久
太
郎

八
戸
市
沼
館
二
丁
目
八
番
七
号

石

鉢

弘

美

八
戸
市
大
字
中
居
林
字
綿
ノ
端
一
七
番
地
五
二

佐

藤

昭

士

八
戸
市
類
家
五
丁
目
六
番
八
号

岩

館

光

蔵

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
館
越
三
四
番
地
二

高

橋

嘉
四
蔵

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
山
道
五
番
地

仲

道

定

男

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
小
田
五
番
地
一

高

橋

由
五
郎

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
二
二
番
地
四

小

泉

祐

悦

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
七
崎
一
三
番
地
一

田

代

四

郎

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
小
舟
渡
平
九
番
地
一
〇
四

福

士

正

昭

八
戸
市
岬
台
二
丁
目
一
三
番
四
号

石

田

寅

男

八
戸
市
吹
上
二
丁
目
一
一
番
八
六
号

森

田

勇

治

八
戸
市
吹
上
三
丁
目
一
四
番
五
号

鎌

田

幹

雄

八
戸
市
大
字
十
一
日
町
二
六
番
地
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島

脇

清

八
戸
市
高
州
一
丁
目
七
番
二
三
号

高

柳

政

男

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
張
田
三
番
地
八

木

村

忠

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔
梗
野
上
二
番
地
一
〇

北

山

良

二

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
九
番
一
一
号

山

田

広

八
戸
市
江
陽
四
丁
目
二
番
二
九
号

中

居

裕

八
戸
市
小
中
野
八
丁
目
一
三
番
二
六
号

工

藤

隆

一

八
戸
市
江
陽
五
丁
目
二
二
番
四
号

小

山

年

男

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
林
ノ
上
一
番
地
三
九

坂

下

三

郎

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
大
渡
一
一
番
地
五
六

谷

川

重
次
郎

八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
中
里
二
一
番
地
四

壬

生

博

久

八
戸
市
南
郷
区
大
字
泥
障
作
字
泥
障
作
一
三
番
地

高

橋

仁

三
戸
郡
福
地
村
大
字
小
泉
字
上
舘
八
番
地
四

相

馬

徳

明

弘
前
市
大
字
境
関
字
富
岳
八
八
番
地
四

弘
前
警
察
署
の

管
轄
区
域

花

田

勝

正

弘
前
市
大
字
高
崎
一
丁
目
一
〇
番
地
六

今

井

正

志

弘
前
市
大
字
東
城
北
一
丁
目
二
番
地
一
二

米

澤

健

藏

弘
前
市
大
字
富
田
町
一
一
五
番
地

八
木
橋

初

雄

弘
前
市
大
字
独
狐
字
石
田
五
二
番
地
七

清

野

博

弘
前
市
大
字
南
袋
町
一
番
地
二

丹

藤

繁

昌

弘
前
市
大
字
小
比
内
二
丁
目
四
番
地
五

岡

本

睦

夫

弘
前
市
大
字
城
南
三
丁
目
二
番
地
七

木

村

登
美
雄

弘
前
市
大
字
若
党
町
五
七
番
地
一

藤

田

勇

一

弘
前
市
大
字
常
盤
坂
四
丁
目
一
三
番
地
一

工

藤

恭

弘

弘
前
市
大
字
石
川
字
平
岡
三
七
番
地
一
二

多
賀
谷

翼

弘
前
市
大
字
門
外
一
丁
目
一
三
番
地
一
五

成

田

久

雄

弘
前
市
大
字
小
比
内
一
丁
目
一
三
番
地
五

野

村

金

吾

弘
前
市
大
字
原
ケ
平
字
山
元
二
一
番
地
七

藤

田

定

一

弘
前
市
大
字
若
党
町
七
六
番
地

西

沢

敦

夫

弘
前
市
大
字
米
ケ
袋
字
村
元
一
七
番
地

成

田

肇

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
二
七
〇
番
地
三

藤

田

忠

弘
前
市
大
字
城
西
四
丁
目
三
番
地
五

鳴

海

久

蔵

弘
前
市
大
字
城
東
二
丁
目
五
番
地
一
四

白

澤

盛

幸

弘
前
市
大
字
東
城
北
一
丁
目
四
番
地
九

石

岡

三
之
助

弘
前
市
大
字
小
沢
字
前
沢
四
七
番
地
一

石

井

武

彦

弘
前
市
大
字
広
野
一
丁
目
六
番
地
六

福

田

一

雄

弘
前
市
大
字
広
野
一
丁
目
七
番
地
一

相

馬

満

永

弘
前
市
大
字
福
村
字
堀
合
九
二
番
地
四
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齋

藤

金

一

弘
前
市
大
字
薬
師
堂
字
犹
舘
六
番
地

佐

藤

孝

夫

弘
前
市
大
字
浜
の
町
東
一
丁
目
五
番
地
三
二

相

馬

国

雄

弘
前
市
大
字
境
関
字
富
岳
八
四
番
地
三

中

畑

昭

二

弘
前
市
大
字
城
西
五
丁
目
一
三
番
地
一

佐
々
木

修

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
水
沼
字
浅
田
二
九
番
地

成

田

喜

弘

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
西
中
野
目
字
宮
元
二
二
番
地

大

�

昭

吉

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
鳥
井
野
字
長
田
番
外
地

山

内

幾

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
五
所
字
里
見
五
二
番
地
一

三

浦

一

利

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
神
田
二
三
七
番
地

三

上

勝

男

五
所
川
原
市
大
字
姥
�
字
船
橋
二
三
〇
番
地
一
七

五
所
川
原
警
察

署
の
管
轄
区
域

�

橋

定

清

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
泉
田
一
三
番
地
二

阿

部

良

一

五
所
川
原
市
大
字
石
岡
字
藤
巻
二
〇
番
地
一
九

山

口

昭

造

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
影
日
沢
一
九
四
番
地
一

岩

田

勝

政

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
森
越
九
七
番
地
二

齊

藤

昭

洋

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
榊
森
五
四
番
地
一
八

丸
海
老

隆

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
二
二
番
地
九

寺

田

政

史

五
所
川
原
市
大
字
一
野
坪
字
朝
日
田
崎
一
二
三
番
地

五

島

村

隆

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
千
束
刈
三
三
番
地
三

石

岡

三

弘

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
笹
田
五
番
地

斎

藤

博

行

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
一
本
木
一
二
一
番
地

三

田

中

義

千

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
中
掫
六
八
番
地

十
和
田
警
察
署

の
管
轄
区
域

氣

田

智

晃

十
和
田
市
大
字
切
田
字
下
切
田
三
九
番
地

東

孝

司

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
和
田
表
三
七
番
地

澤

目

博

次

十
和
田
市
西
十
一
番
町
二
三
番
六
号

豊

川

勝

美

十
和
田
市
大
字
切
田
字
岩
ノ
上
三
番
地
一

楢

舘

テ
イ
子

十
和
田
市
西
十
一
番
町
七
番
一
三
号

根

岸

光

子

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
東
小
稲
一
七
四
番
地
一
六

四

小

田

勲

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
北
平
二
〇
八
番
地
三

工

藤

芳

孝

十
和
田
市
西
十
四
番
町
一
九
番
二
六
号

甲

田

忠

弘

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
蒼
前
一
番
地

下

山

東

平

十
和
田
市
大
字
法
量
字
焼
山
六
四
番
地

中

村

正

夫

十
和
田
市
大
字
法
量
字
尻
貝
下
六
二
番
地
一

佐

藤

均

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
押
込
一
四
番
地
二

川

原

義

廣

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
見
八
八
番
地
三

田

中

博

三
沢
市
桜
町
二
丁
目
一
一
番
二
〇
号

宮

澤

信

義

三
沢
市
下
久
保
三
丁
目
一
七
番
地
一
号

三
沢
警
察
署
の

管
轄
区
域
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種

市

薫

三
沢
市
花
園
町
二
丁
目
一
番
四
号

加

藤

良

子

三
沢
市
大
字
三
沢
字
南
山
五
五
番
地
一
〇
号

福

田

妙

子

三
沢
市
南
町
三
丁
目
三
一
番
地
三
八
〇
一
号

坂

本

シ

ギ

三
沢
市
字
古
間
木
山
八
〇
番
地
一
号

小

原

明

宏

三
沢
市
緑
町
一
丁
目
一
四
番
地
六
号

川

口

秀

男

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
二
丁
目
七
三
番
地
三
七
〇

地

葉

一

也

上
北
郡
百
石
町
二
川
目
一
丁
目
七
三
番
地
二
一
六

苫
米
地

峰

生

上
北
郡
下
田
町
字
彦
七
川
原
三
番
地
一

丸

井

竹

次

上
北
郡
下
田
町
字
古
間
木
山
五
〇
番
地
一
七
九
六

工

藤

賢

一

黒
石
市
浦
町
一
丁
目
二
二
番
地

黒
石
警
察
署
の

管
轄
区
域

桜

庭

梅

男

黒
石
市
西
ケ
丘
九
三
番
地

北

川

真

彰

黒
石
市
大
字
元
町
七
〇
番
地

熊

澤

光

則

黒
石
市
大
字
温
湯
字
長
漕
七
番
地
五

葛

西

勇
之
進

黒
石
市
大
字
追
子
野
木
二
丁
目
一
一
四
番
地

山

口

慶

一

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
葛
川
字
家
岸
元
一
〇
番
地
一

櫛

引

正

彦

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
町
居
字
南
田
三
八
番
地

齋

藤

均

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
小
国
字
山
下
八
七
番
地

白

戸

國

男

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
金
屋
字
松
元
七
番
地
一

一

戸

武

美

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
蒲
田
字
一
本
松
三
四
番
地

鳴

海

光

好

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
堂
野
前
字
種
井
二
二
番
地

一

八
木
澤

雄

三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎
館
字
東
田
九
七
番
地

一

上

路

昭

雄

む
つ
市
柳
町
二
丁
目
八
番
一
五
号

む
つ
警
察
署
の

管
轄
区
域

白

石

芳

雄

む
つ
市
赤
川
町
五
番
一
号

小

向

文

男

む
つ
市
大
字
奥
内
字
金
谷
沢
一
番
地
二

鈴

木

勝

む
つ
市
大
字
関
根
字
新
田
川
目
二
〇
番
地

佐

藤

純

章

む
つ
市
並
川
町
七
番
二
五
号

山

本

敏

む
つ
市
下
北
町
一
二
番
一
八
号

坂

本

渥

美

む
つ
市
旭
町
九
番
六
一
号

澤

田

行

正

む
つ
市
大
畑
町
新
町
一
四
二
番
地
三

中

島

壽

輔

む
つ
市
川
内
町
田
野
沢
一
七
番
地
一

川

口

義

男

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字
南
通
二
八
番
地

西

村

和

夫

む
つ
市
脇
野
沢
渡
向
一
一
三
番
地
一
六

滝

田

良

雄

上
北
郡
野
辺
地
町
字
観
音
林
脇
七
番
地
六

野
辺
地
警
察
署

の
管
轄
区
域

田

村

俊

幸

上
北
郡
野
辺
地
町
字
蟹
田
三
七
番
地
二
七

佐

藤

博

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
一
三
番
地
二

川

村

要
一
郎

上
北
郡
東
北
町
字
向
平
一
番
地
一
八
五
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沼

山

榮
三
郎

上
北
郡
東
北
町
字
往
来
ノ
下
三
九
番
地
六

中

岬

良

次

上
北
郡
横
浜
町
字
三
保
野
五
番
地
四

上
長
根

浅

吉

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
四
二
三
番
地

小

綿

吉

男

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
芋
ケ
崎
七
五
〇
番
地

成

田

弘

志

つ
が
る
市
木
造
藤
田
六
一
番
地
の
二

つ
が
る
警
察
署

の
管
轄
区
域

高

橋

哲

榮

つ
が
る
市
木
造
日
向
五
四
番
地
の
一

菅

井

昭

雄

つ
が
る
市
木
造
桜
川
二
番
地
の
三
七

高

橋

長

七

つ
が
る
市
木
造
土
滝
長
田
一
九
番
地
の
三

工

藤

満

つ
が
る
市
森
田
町
下
相
野
住
吉
一
九
番
地

成

田

巽

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
福
井
一
〇
五
番
地
の
三

齊

藤

裕

つ
が
る
市
稲
垣
町
下
繁
田
磯
繁
一
一
番
地
の
一

長

内

松

雄

つ
が
る
市
車
力
町
下
車
力
盛
野
八
三
番
地

坂

本

敏

雄

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
同
心
町
一
七
番
地
二

三
戸
警
察
署
の

管
轄
区
域

岩

間

富

雄

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
六
日
町
二
七
番
地

奥

瀬

マ
サ
子

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
川
原
四
二
番
七

中

村

善

一

三
戸
郡
名
川
町
大
字
上
名
久
井
字
上
町
五
番
地

夏

堀

欣

哉

三
戸
郡
名
川
町
大
字
剣
吉
字
大
坊
一
〇
六
番
地
一

稲

垣

孝

夫

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
田
子
六
四
番
地
一
七

工

藤

文

子

三
戸
郡
南
部
町
大
字
大
向
字
明
土
九
番
地

戸

沼

圭

一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
大
和
田
三
六
番

地
二
三

鰺
ケ
沢
警
察
署

の
管
轄
区
域

工

藤

眞
太
郎

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
七
番
地

中

林

治

夫

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
三
四
五
番
地
六

佐

藤

靖

子

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
浜
野
一
〇
四
番
地
の

二

野

宮

洋

治

五
所
川
原
市
金
木
町
沢
部
五
二
番
地
一

金
木
警
察
署
の

管
轄
区
域

山

中

政

広

五
所
川
原
市
金
木
町
中
柏
木
鎧
石
二
五
九
番
地

宮

崎

和

雄

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
尾
別
字
浅
井
二
二
九
番
地
二

五

横

山

満

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里
字
亀
山
六
〇
八
番
地

下

澤

國

一

五
所
川
原
市
太
田
山
の
井
二
九
六
番
地
四
一

角

田

廣

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
一
五
一
番
地
一

対

馬

功

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
細
田
一
番
地
一
〇

浪
岡
警
察
署
の

管
轄
区
域

小
笠
原

昭

青
森
市
浪
岡
大
字
下
石
川
字
平
野
七
三
番
地
五

佐
々
木

利

悦

青
森
市
浪
岡
大
字
銀
字
前
田
一
一
番
地

海
老
名

正

二

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
東
花
岡
二
二
番
地

川

口

武

信

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
館
字
西
田
二
〇
三
番
地
二

寺

前

勲

上
北
郡
七
戸
町
字
寺
裏
一
番
地
一
〇

千

曳

俊

昭

上
北
郡
七
戸
町
字
寒
水
六
八
番
地
七
二

七
戸
警
察
署
の

管
轄
区
域
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酒

井

美
代
志

上
北
郡
七
戸
町
字
花
松
林
ノ
根
三
番
地

小

又

勲

上
北
郡
七
戸
町
字
道
ノ
上
一
二
一
番
地
二

岸

捷

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
山
添
一
一
八
番
地
二
三

米
内
山

寧

夫

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
古
舘
二
一
番
地

木

村

康

一

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
湯
野
川
原
一
〇
二
番

地
一
六

大
鰐
警
察
署
の

管
轄
区
域

新

田

新
市
郎

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
虹
貝
字
清
川
一
二
六
番
地
二

一

小

中

定

光

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
小
落
前
一
二
三

番
地
四

工

藤

安

一

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
碇
ケ
関
一
四
四

番
地
四

飯

田

競

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
下
蟹
田
六
一
番
地
二

蟹
田
警
察
署
の

管
轄
区
域

相

内

泰

博

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
浜
名
字
中
宇
田
九
番
地
二

久

慈

正

明

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
瀬
辺
地
字
山
田
三
五
番
地
三

工

藤

文

一

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
新
町
二
二
番
地
四

木

村

勝

春

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
野
田
山
下
四
一
番
地
三

赤

坂

友

吉

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
蟹
沢
六
番
地

五
戸
警
察
署
の

管
轄
区
域

前

田

正

人

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
蛯
川
村
七
九
番
地

佐
々
木

房

甫

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
金
ヶ
沢
尻
二
九
番
地
八

川

崎

孝

光

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字
高
田
一
五
番
地
七

沢

口

繁

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
長
下
夕
一
五
三
番
地
九
八

小

泉

昌

明

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
大
沢
前
九
番
地
一

成

田

肇

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
玉
川
一
五
番
地
三
〇

板
柳
警
察
署
の

管
轄
区
域

加

藤

弘

一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
館
野
越
字
早
稲
田
三
二
番
地

竹

浪

司

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
板
柳
字
土
井
一
一
三
番
地

�

橋

慶

男

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
館
ノ
上
九
六
番
地
三
〇

大
間
警
察
署
の

管
轄
区
域

林

紀

元

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸
村
一
三
二
番
地

川

島

新

吉

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
大
川
目
六
番
地
四

二
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